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JCIIシンポジウムのお知らせ
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【場所】 J A ホール
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平成1 4年度　戦略推進部活動報告会のお知らせ
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2 0世紀－化学の貢献
染料合成に始まり、2 0世紀初めの石炭化学の

体系化とアンモニア合成を経て、1 9 6 0年代以降

の石油化学/高分子化学の発展は日本の産業基盤

を形成し、高度成長を可能にした。化学産業は、

高品質･低価格な中間財供給者として、半導体・

家電・自動車等の日本の輸出産業を支えてきた。

1 9 6 0年代に顕在化した、S O X・N O X等の環境問

題や、1 9 7 0年代以降の数次にわたるオイルショ

ックも、果敢な開発努力と合理化により乗り切

り、事業的にも適正な利益が確保された。たゆ

まない技術革新の努力がこれを支えた。産業と

しての化学、また学問としての化学を志す人達

は自信に満ち、熱くもえていた。

1 9 8 0年代後半以降、状況は一変した。ユーザ

ーからの絶え間ない値下げ要求と過当競争の中

で、化学企業の業績は低迷し、新規の汎用品に

対する需要も少ない。合理化や事業の縮小再編

で、時折よい時期を迎えることがあっても、長

続きしない。顧客の海外移転により、市場の縮

退がすすんでいる。期待した医薬品・バイオ等

の事業化の歩みも遅く、雇用の吸収力にも限界

がある。確たる将来図がみえない。人々はうな

だれ気味である。化学はどうするべきか。

2 1世紀－化学の挑戦
今、周囲を見回すと、地球的規模で化学や化

学技術にその解決を求めら

れている問題は山積して

いる。N B Cテロ対抗技

明日を拓く

術等の安全に関する問題、A I D S等感染症の治療

薬・予防といった医薬・医療の問題、地球温暖

化防止のためのオゾン層破壊物質の制御や循環

使用型高分子の開発等環境問題、より高速・低

消費電力型半導体/ディスプレイの開発、化石エ

ネルギーの効率的利用や水素エネルギー・燃料

電池の開発といったエネルギー問題等々。

大型で難度が高く、高額の研究開発投資を長

期にわたって継続する必要があるこうした分野

は、一見、ビジネスになりにくい。市場化の際

のいわゆる「死の谷」もあり、利益のあがる事

業とするのは、容易ではない。正直に言ってた

めらうものがある。しかし、ここが化学の働き

場所・戦場である。

大胆に発想しよう。化学の本質は、プラクテ

ィカリティ（実用性）である。研究開発課題を

解決し、ビジネスを創り出していくのは、その

本分とするところである。いま、化学の参画・

貢献が期待されているこうした分野をビジネス

アリーナと定め、戦略/行動計画を策定し、企業

や国・大学は連携して研究開発をすすめ、ビジ

ネスを創出しよう。必要な制度改革を断行しよ

う。

今人類が直面する、こうした問題の解決と

そこからのビジネスの発展は、2 0世紀に我々が

経験した高度成長期のそれよりもはるかに大き

く豊かで、挑戦する価値のあるものである。

2 1世紀、今一度、頭(こうべ)を上げて坂の上の

雲をめざそう。
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2 1世紀の化学

明日を

拓く

内閣府　大臣官房審議官

和田　直人
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れが事業化・経済発展になかなか結びついてい

ないという根本的問題が指摘されている（図２．

参照）。

このような問題解決の突破口を開くためにも、

今回策定された「産業発掘戦略」が、特に密接

な関係にある化学産業において具体的取組みと

して実施されるならば、さらなる発展が可能に

なると思われる。

この我が国の“強み”としては、「高い教育水

準」「高い労働意欲」「大きくて要求度の高い消費

者市場」などがよく挙げられる。特に、過去、

オイルショックや公害問題を技術でブレイクス

ルーした実績、つまり目標が設定された際の国

民一丸となった推進力を「産業発掘戦略」によ

って活かすことにより、今後の化学産業の新た

な成長を期待したい。

略」と異なり、「技術開発サイドからではなく、

需要面から、まず、新たな社会のイメージを構

築」「このような社会イメージを実現するための、

戦略的な目標を設定」「目標を実現する上でのさ

まざまな課題とその克服のための方法を提示」

という視点のもとで策定されたものである。

また、当該対象４分野は、国民の潜在的なニ

ーズに応え、2 1世紀に向けて生活を変革する可

能性を秘めているのみならず、我が国が世界的

に見て相応の強みを有している分野である。

これらのことから、経済産業省としては、今

後、適切にこれを育成・涵養することにより、

国際市場で競争力を有する将来の日本の主要産

業に育てていくことが重要であると考えている。
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化学産業への期待

化学産業は、プラスチック、塗料など自動車、

家電向けの化学原料から洗剤、写真フィルムな

ど最終製品まで広範にわたっており、「産業発掘

戦略」の重点４分野の「環境・エネルギー」、

「ＩＴ」、「バイオ」、「ナノテク・材料」の全ての

分野に関係するのみならず、分野間の融合や協

調を追求することが特に重要な基礎的な産業で

ある（図１．参照）。

一方、我が国の産業競争力は、全体で見ると

9 0年代初めと比較しても大幅に低下している。

その原因として科学技術関係を例に取ると、研

究開発支出額の大きさについては世界でも上位

水準にあり、また、この３年間続けて我が国か

らノーベル賞受賞者を輩出するなど国際的にも

高水準の研究成果を挙げる力はあるものの、そ

図１：“産業発掘戦略”の個別４分野と化学産業の関係

図2：主要国の民間研究開発投資と経済成長における技術進歩との関係（８０年代と９０年代の比較）

“産業発掘戦略”について

平成1 4年６月2 5日に閣議決定された「経済財

政運営と構造改革に関する基本方針2 0 0 2」の中

の「６つの戦略、3 0のアクションプログラム」

の一つとして、“産業発掘戦略（技術革新が開く

2 1世紀の新たな需要）”が盛り込まれ、特に、重

点分野として「環境・エネルギー」、「情報家

電・ブロードバンド・ＩＴ」、「健康・バイオテ

クノロジー」、「ナノテクノロジー・材料」の４

分野を選び、その技術開発、知的財産・標準化、

市場化等を内容とする戦略を内閣官房がこれを

取りまとめ、平成1 4年1 2月５日経済財政諮問会

議に報告された。

この産業発掘戦略は、従来の「技術開発戦



にある。このような社会イメージを実現するた

めの戦略的な目標を設定し、その目標を実現す

る上での様々な課題とその克服のための方法が

提示されている。

総論の中で我が国が目指すべき社会のイメー

ジは、経済成長、雇用の安定、生活の充実が同

時達成でき、国際社会をリードする競争力のあ

る貿易産業構造が形成できる社会と述べている。

この社会イメージの構築に当たって、重点的に

取り組むべき４分野共通の政策課題として、需

要創出に係わる課題、研究開発段階での課題、

研究開発成果の実用化に当たっての課題と共に、

産業再編及び創業支援のための環境整備に係わ

る課題が挙げられているのが特徴的である。

J C I Iも技術開発テーマの提案だけでなく、研

究開発段階及び実用化段階での共通的な政策課

題、例えば、研究開発に対する公的支援の抜本

的充実、府省間連携と産学連携、知的財産、標

準化などについて化学産業サイドからの提言を

行った。

環境・エネルギー分野の産業発掘戦略の柱は、

技術のグリーン化、産業のグリーン化、市場の

グリーン化の三つの戦略である。環境・エネル

ギー技術へのチャレンジを産業競争力の源泉と

し、「メイド・イン・ジャパン」を環境配慮型製

品・サービスの代名詞として環境ブランド化す

ることによって、いち早く日本市場をグリーン

市場に創り変え、世界に先駆けた産業の発掘を

推進しようとするものである。

さらに、「環境ブランド」を具現化していくた

めの地球温暖化対策、循環型社会の構築等、各

分野における産業発掘戦略に向けた個別の戦略

シナリオが示されている。この中には、J C I Iか

ら提案した化学産業にとって重要なものが多く

含まれている。例えば、バイオテクノロジー、

膜分離技術、高機能触媒技術を活用したグリー

6 7

特集
I T革命

特集
産業発掘戦略
と化学技術

“産業発掘戦略”とJCII

“産業発掘戦略”とJCII
戦略推進部　松山 一夫、山中 計

特集
産業発掘戦略
と化学技術

環境・エネルギー分野の
産業発掘戦略

ナノテクノロジー・材料
分野の産業発掘戦略

ンインダストリー推進に必要な革新的環境調和

型生産プロセスや、低摩擦損失材料、超軽量材

料、超耐熱材料、光触媒、生分解性プラスチッ

ク等の革新的な機能発現により製品の環境負荷

を低減させる素材・材料等が挙げられる。また、

産業発掘戦略の随所にみられる環境型社会の構

築のための環境整備や、バイオマス利用、環境

浄化等はJ C I Iが産学官連携の「場」として利用

され議論されている主要な課題である。

ナノテクノロジー・材料分野は、I T、B T、環

境・エネルギーなどあらゆる産業に変革をもた

らす重要分野であり、2 1世紀の産業革命を引き

起こす可能性のある戦略的技術分野でもある。

我が国が世界市場を主導でき、今後創出してい

くべき産業として、ネットワーク・ナノデバイ

ス産業、ナノバイオニック産業、ナノ環境エネ

ルギー産業、革新的材料産業、ナノ計測・加工

産業の５つの産業を挙げ、当面３から５年でナ

ノテクノロジー・材料分野の新技術をこれらの

市場に投入するとしている。

産業発掘戦略には、これらの産業の市場規模

だけでなく、産業を形成する事業群が具体的に

明記され具体的な行動計画も示されている。こ

の中には、J C I Iが提案した生体部位や神経系を

構成する部材・部品、医薬品等に用いられる部

材・部品、光記録、光伝達、光表示に用いられ

る部材・部品、環境・エネルギー分野で用いら

れる部材・部品が随所に見られている。

最後に

以上述べたように、産業発掘戦略は今後日本

の将来を決定する重要な政策であり、化学産業

との関係には非常に深いものがある。J C I Iとし

ても、「産学官イコールパートナー」をモットー

に、この戦略が成功し輝かしい社会が到来する

ように努力していきたい。

新やビジネス発掘のための提案を抽出しまとめ

た。さらに、賛助会員企業に産業発掘戦略に相

応しいと思われる技術開発テーマやビジネス化

に向けた課題・障害等のアンケート実施と賛助

会員企業の有識者の方々にも直接ご意見をお聞

きするなどして、産業界の要望を補完強化して、

J C I Iとして経済産業省へ提案を行った。また一

方では、化学産業サイドの専門家の声が反映さ

れるように、企業の有識者が官サイドへ直接意

見を述べることのできる「場」の提供も行った。

J C I Iの提案内容のキャッチフレーズは、期待

される「需要創造型の生活産業」というもので、

それぞれの産業における技術開発テーマとビジ

ネス化に向けた課題について提案した。ナノテ

クノロジー・材料分野では、①再生医療と補完

関係にあり生涯現役で社会活動への参加を支援

する産業としての代替医療産業、②安全・安心

な生活を支援する産業である健康維持産業、③

低エネルギー消費で高機能な光電子機能材料を

提供する光電子機能材料産業、④光反応触媒を

利用し環境浄化を目的とする光環境触媒産業等

について、環境・エネルギー分野では、省エネ

ルギー住宅産業、新エネルギー産業、資源有効

利用産業、静脈化学産業、環境創造産業等につ

いて提案した。

また、健康・バイオテクノロジー分野関連で

は、期待される市場成長・市場形成を支援し、

国際競争力を強化するための施策等の提案、特

にバイオ化学プロセス産業の将来像について提

言した。

産業発掘戦略総論

産業発掘戦略の特徴は、従来の技術開発戦略

とは異なり、技術開発サイドからではなく、需

要面から新たな社会のイメージを構築すること

産業発掘戦略とは

小泉内閣のいわゆる骨太方針２「経済財政運

営と構造改革に関する基本方針2 0 0 2」において、

「環境・エネルギー」、「情報家電・ブロードバン

ド･ I T」、「健康・バイオテクノロジー」、「ナノテ

クノロジー・材料」の重点４分野の技術開発、

知的財産・標準化、市場化等を内容とする戦略

を平成1 4年度中に取り纏めることとされていた。

この「産業発掘戦略」の趣旨は、重点４分野

で新しい産業を発掘し、新しい産業を興して、

新しい需要を作り、現在の日本の出口が見えな

いデフレ不況を克服していくということであろ

う。これを受けた内閣官房は、昨年８月末に各

省庁からの代表と民間有識者からなる官民合同

のタスクフォースを編成し、1 2月５日に経済諮

問会議に最終報告した。

この一連の動きを受けて、J C I I戦略推進部は、

今後この戦略が間違いなく国の技術開発方針・

予算編成の方針になっていくと判断し、化学産

業との関連の深い「環境・エネルギー」、「ナノ

テクノロジー・材料」、「健康・バイオテクノロ

ジー」分野において、技術革新、ビジネス発掘

などで取り組む内容について、化学産業の要望を

積極的に提案してきた。一方、J C I Iに集うメン

バーの方々には、産業発掘戦略に関する情報を

出来るかぎり提供し国家戦略の浸透を図ってき

た。

JCIIの提案

戦略推進部には、過去５年間の活動成果とし

て多数のロードマップ、提言、報告書が蓄積さ

れている。これは、産学官共同で多数の研究者

たちの叡智を結集したものであり、J C I Iと日本

の化学産業の財産である。この中から、技術革
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している需要の拡大をもたらす可能性が高い

領域

○我が国が世界的に見て相応の強みを有してお

り、国際市場での競争力の源泉となる可能性

が高い領域

〔・日本の国際競争力1位（8 9年から3年）→

30 位（2002 年）〕

２. 産業発掘戦略の意義と視点
産業発掘戦略は、従来の技術開発戦略と異な

り,次のような視点の下に作成。

○技術開発サイドからではなく、需要面から、

まず、新たな社会のイメージを構築

○このような社会イメージを実現するための、

戦略的な目標を設定

○目標を実現する上でのさまざまな課題とその

克服のための方法を提示

３. 我が国が目指すべき

社会のイメージ

経済の見通しが不透明で、かつ、世界的な規

模で競争力の地殻変動がおきているなか、今後

我が国が目指すべき社会のイメージとしては、

次のようなものが考えられる。

○経済成長、雇用の安定、生活の充実の同時達成

○国際社会を1歩も2歩もリードする競争力ある

貿易産業構造の形成

具体的には、

・製品の生産・流通・廃棄など産業活動のあらゆる

局面に環境・エネルギー配慮がくみこまれ、そ

れが社会システムとして自立的に回っていく社

会

・情報の質と量が飛躍的に高まり、知識の入

手・共有、発信等が大幅に増大することによ

り、高齢者などにもやさしい豊かな国民生活

の実現。

・人間生活の基本～生きる、食べる、暮らす～

が質的に向上する社会

・幅ひろい分野で新たな生産プロセスや製造技

術、製品機能を生み出すことにより、産業技

術のパラダイム転換（第二の産業革命）が実現。

4. 共通政策課題

上記「目指すべき社会イメージ」に向かうに

あたって、以下に示す４分野共通の政策課題に

ついて、官民適切な役割分担を図りつつ、重点

的に取り組んでいくことが必要。

○需要の創出

（１ ）モデル実証事業の推進

（２ ）政府調達の戦略的活用

（３ ）早期市場化を促す規制改革

○研究開発段階

（１ ）公的支援の充実

（２ ）産学官連携の推進

（３ ）人材の育成と人材の流動化の促進

○実用化段階

（１ ）知的財産戦略の推進

（２ ）国際標準化の推進

（３ ）循環型社会構築に資する規格（環境JIS ）の策定

（４ ）産業再編及び創業・新規事業支援のため

の環境整備

・「メイド・イン・ジャパン」を環境配慮型製

品・サービスの代名詞（環境ブランド）とし

て国際的に定着させ、競争力を強化。

・2 0 1 0年に燃料電池自動車5万台の普及を目指す。

1. 将来実現される社会像
遅くとも概ね1 0～2 0年後までに、次の三点で

特色のある社会の実現が図られるよう、直ちに

全力で取り組む。

○創る：産業活動のあらゆる局面に環境・エネ

ルギー配慮が組み込まれ、環境・エネルギー

問題の解決に資する技術、製品、サービスの

創出・発展を通じ、環境の保全を図りつつ経

済の活性化が図られる産業社会

○暮らす：環境・エネルギー産業の発展を背景

にして、環境配慮を内在したライフスタイル

が定着し、豊かな自然に囲まれ、環境リスク

に対する不安のない、エネルギーの安定供給

が確保された安心・安全な生活を送れる社会

○知る：各企業の取組状況、環境・エネルギー

に配慮した製品・サービスに関する情報を誰

もがどこでも入手でき、そうした情報が活か

される情報社会

2. 戦略目標及び具体的行動計画

（1）戦略目標

①「環境・エネルギー技術へのチャレンジを産

業競争力の源泉に」（技術のグリーン化）

環境・エネルギー技術の革新に向けての高い

目標を乗り越えようとする産業界のチャレンジ

を産業競争力の源泉とし、環境・エネルギー産

業の発展につなげていく。

②「メイド・イン・ジャパン」の環境ブランド

化（産業のグリーン化）

製品・サービスの環境配慮化と環境経営の全

産業への浸透を徹底的に押し進め、「メイド・イ

ン・ジャパン」を環境配慮型製品・サービスの代

名詞として国際的に認知させ、世界市場における

競争力を強化。

特集
I T革命

特集
産業発掘戦略
と化学技術

参照資料「産業発掘戦略－技術革新」4分野に関する戦略概要（抜粋）

参照資料「産業発掘戦略－技術革新」4分野に関する

戦略概要（抜粋）

特集
産業発掘戦略
と化学技術

ここでは、参照資料として産業発掘戦略の概要の一部を掲載します。

概要全文および本文は

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizai/other/021205/021205senryaku.html

に掲載されています。
「産業発掘戦略－技術革新」４分野に関する戦略

平成14 年12 月5 日　　内閣官房

「環境・エネルギー」産業
発掘戦略の概要

戦略策定に係る経緯

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2 0 0 2」（平成 1 4年6月 2 5日閣議決定）において、

「6つの戦略、3 0のアクションプログラム」とし

て、「産業発掘戦略（技術革新が拓く21 世紀の

新たな需要）」が盛り込まれ、関係本部・会議及

び府省は、環境・エネルギー、情報家電・ブロ

ードバンド・I T、健康・バイオテクノロジー、

ナノテクノロジー・材料の４分野の技術開発、

知的財産・標準化、市場化等を内容とする戦略

を平成14 年中に策定し、内閣官房がこれをとり

まとめることとされた。

これを受けて、本年8月末、民間有識者の参画

を得て、官民合同のタスクフォースを設け、観

点を供給側ではなく需要側において、戦略の策

定作業を精力的に進めてきた。今般、各分野毎

の関係本部・会議等の議を経て、各分野の戦略

をとりまとめた。それらを、４分野に共通する

問題意識・政策課題をとりまとめた総論ととも

に、以下に報告する。

1. ４ 分野の意義

4分野は、

○2 1世紀の社会や生活を抜本的に変革し、停滞

4分野の産業発掘戦略―
総論の概要



・テイラーメイド医療、健康増進型作物の開発

などの研究開発の圧倒的充実

・医薬品・医療機器、機能性食品・農業バイオ、

バイオプロセス利用製品・バイオエネルギー

に関するインセンティブの抜本的強化

・国民理解に資する国民との双方向コミュニケ

ーションの充実強化

1. 将来実現される社会像

（1）我が国産業の国際競争力の向上と新産業の創出

○既存産業分野でのバイオテクノロジー（B T）の

積極的活用とバイオツール、バイオインフォマ

ティクス等の発展による産業競争力の強化

○ゲノム創薬、バイオプロセス等による従来の

産業構造の大きな変革

○健康情報ネットワーク産業などの新産業創出

（2）B T産業の発展による国民生活の向（2 0 1 0年）

①健康と長寿の達成（よりよく生きる）

○がん患者の5年生存率（治癒率）2 0ポイント改

善

○生活習慣病に対し画期的な治療を可能とする

新薬等の開発食

②料安全性、機能性の向上（よりよく食べる）

○食料自給率4 0％から4 5％の向上にB Tとして

も貢献

○消費者メリットの高い遺伝子組換え作物の実

現

③持続可能な快適社会の実現（よりよく暮らす）

○原油代替効果約1100 万ｷ ﾛ ﾘ ｯ ﾄ ﾙ／年( C O2排出量

換算で約2 ％に相当)

○環境配慮型バイオマス由来プラスチックの利

用が大いに進展

2. 戦略目標及び具体的行動計画

①研究開発の圧倒的充実 －いつも世界の一歩

先の研究に力を尽くす－

＜行動計画概要＞　- 省略　-

②産業化プロセスの抜本的強化 －B Tの成果を

国民全体が享受するために産業化プロセスを

確固たるものにする－

＜行動計画概要＞　- 省略　-

③国民理解の徹底的浸透 －国民が適切に判断

し、選択できるシステムを作る－

＜行動計画概要＞　- 省略　-

「ナノテクノロジー・材料」
産業発掘戦略の概要

･ナノカーボン、有機材料等を用いた次世代ディ

スプレイを市場に投入

･マイクロチップや医療用マイクロマシン技術を

用いた医療機器等を実現

･世界最先端のナノ計測・加工装置の実現、革新

的材料の市場投入

1. 将来実現される社会像
ナノテクノロジー・材料技術を核とした「2 1

世紀の産業革命」により、“夢”に過ぎなかった

社会を今後1 0年程度の間に実現する。あわせて、

既存産業の融合等により生まれる新たな産業の

イメージを示す。

①ナノテクを駆使した使いやすいインターフェ

イスを持つ端末により、いつでもどこでも誰

でも情報通信が簡単・安全にできる社会が実

現

→ ネットワーク・ナノデバイス産業：次世代

半導体、部品関連、記憶装置、光・通信網、次

世代ディスプレイ関連事業等で構成

②簡便な健康管理と高度な治療により、健康・高

齢化に万全の対応をした安心・安全な社会が実

現

→ ナノバイオニック産業：バイオチップ、薬

物送達システム・医療用微小機械、生体適合材

料関連事業等で構成

11

③「日本市場を世界のエコ市場の登竜門に」

（市場のグリーン化）

製品・サービスや企業に関する環境情報の開

示・提供の一層の推進と、消費者等への環境・

エネルギー教育・学習の飛躍的拡充により、日本

市場を、環境配慮の度合いで製品・サービスや企

業を厳しく選別するグリーン市場に創り変え、

日本を制するものが世界を制するような環境整

備を推進。

（２ ）具体的行動計画

○技術のグリーン化

技術革新を促すような高い目標を設定し、産

学官連携を進めつつ研究開発を推進。また、幅

広い人材を育成。

○産業のグリーン化

強固な環境経営の実践が企業の競争力に寄与

するような基盤を整備。日本発の製品・サービ

スや新たな取組をモデルとして発信。

○市場のグリーン化

市場での競争を促進する環境整備、環境配慮

型の製品・サービスの消費促進のための環境J I S

等の標準化や規制改革、環境配慮を考慮した投

資先選定、情報提供及び環境・エネルギー教育等

の推進。

⇒上記３つの戦略を踏まえ、環境・エネルギ

ー産業の発掘を推進。

地球温暖化対策推進大綱を基礎としつつ、新

エネルギー、省エネルギー、系統システム、原

子力、次世代自動車、効率的な物流、天然ガス

シフトなど産業の創出・拡大のための技術開発

や普及促進に取り組む。

循環型社会の構築に向けた環境を整備。産業

間連携や地域と産業との連携による物質・エネ

ルギー循環の促進、技術革新によるグリーン・

インダストリー、バイオマスの利活用等を推進。

その他、様々な形態のエコ・サービスの拡大、

汚染された環境を浄化する事業などを推進。

・現行ブラウン管に比べ消費電力が1 / 3以下の壁

掛テレビの実用化

・高齢者・障害者等にとって使いやすい先端機

器の実用化

1. 将来実現される社会像

○I T を活用して多様な情報・知識の入手・共

有・発信等の国民の潜在需要に応えることに

より、経済的・文化的・精神的に豊かな国民

生活が実現（「ITライフスタイル革命」）

○また、我が国の人口の急速な高齢化の進展に

対応して、高齢者等が活躍できるI T環境が世

界に先駆けて実現

○上記を支える共通基盤としての「自由かつ安

全な情報空間」が実現

＜将来実現される社会像（抜粋）＞ - 省略　-

2. 戦略目標及び具体的行動計画
（1）戦略目標

○国民、産業界、政府等共有の目標により、国

民の潜在需要を発掘

＜戦略目標（3～5年）（抜粋）＞　- 省略　-

（2）具体的行動計画

① 戦略技術への政策資源の重点的投入

( a )政府調達・実証・技術開発支援 - 省略　-

( b )中長期的な研究開発投資

( c )融合技術開発等

( d )IT投資減税・研究開発税制

② 産学官の連携

③ 国際標準化活動に向けた対応

④ 知的財産権問題への対応

⑤ 環境整備

⑥ 人材育成等の推進

10

特集
産業発掘戦略
と化学技術

特集
産業発掘戦略
と化学技術

参照資料「産業発掘戦略－技術革新」4分野に関する戦略概要（抜粋） 参照資料「産業発掘戦略－技術革新」4分野に関する戦略概要（抜粋）

「情報家電・ブロードバンド・
IT 」産業発掘戦略の概要

「健康・バイオテクノロジー」
産業発掘戦略の概要
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特集

化学物質総合管理

参照資料「産業発掘戦略－技術革新」4分野に関する戦略概要（抜粋）

③エネルギーの効率的利用と環境モニタリングの高

度化により、豊かで美しい環境を持つ社会が実現

→ ナノ環境エネルギー産業：燃料電池、革新

的材料を用いた輸送機器・電力関連、環境モニ

タリング等関連事業等で構成

④新構造材料等の革新的材料により、生活基盤の信

頼性が一層向上し安全で安心できる社会が実現

→ 革新的材料産業：高信頼性構造材料、維

持・補修関連事業等で構成

⑤ナノレベルの計測・分析・加工技術の高度化

が我が国で実現することにより、最先端の科

学技術・新産業が生まれ発展する社会が実現

→ナノ計測・加工産業：微小電気機械システム

（M E M S）・ナノ加工、微小化学反応器、ナノ計

測・評価関連事業等で構成

2. 戦略目標及び具体的行動計画

（1）戦略目標

「1 0年後に、世界市場を主導できる我が国発の

企業をナノテクノロジー・材料分野の‘5つの産

業’で創出する。」

（2）具体的行動計画

戦略目標の達成のために、当面３ ～５ 年で、

ナノテクノロジー・材料分野の新技術を‘5 つの

産業’それぞれの市場に投入する。

＜横断的な行動計画＞

○融合を加速する戦略的プロジェクトの推進

・内閣府が主導する府省の壁を越えた一体的プ

ロジェクトの推進（産業発掘のための関連研

究開発と環境整備の一体的な企画・推進）

・実用化の目標に向けナノテクの種々の可能性

を競争的に実証（早期実用化を目指す研究開

発に技術コンペ方式を採用）

・提案公募型ナノテクノロジー商品化推進ファン

ド

・融合研究を加速する研究開発環境整備

○即戦力となる幅広い視野を持つ人材の育成

・専門性に加え学際的な知識を有する研究者、

目利きの育成

・大学と産業との間の研究人材の流動化

・優れた技術者・技能者の養成と確保 等

○市場化を促進する環境整備

・受託製造機関(ファウンドリー)支援等による試

作機能等の充実（シーズの円滑な市場化を促

進する試作等サポート体制の整備）

・知的財産権の取得・活用に対する支援等知的

財産戦略の強化

・性能評価法の国際標準化支援等ナノ固有の標

準化戦略強化

・ビジネスベースのグローバルなネットワーク

整備等

＜各産業の行動計画例＞

( 1 )ネットワーク・ナノデバイス産業：企業・大

学との連携強化

( 2 )ナノバイオニック産業：医療機器審査体制の

充実・強化

( 3 )ナノ環境エネルギー産業：超小型環境モニタ

リング機器導入促進

( 4 )革新的材料産業：公共工事の技術活用の促進

や設計・許認可基準等の見直し

( 5 )ナノ計測・加工産業：MEMS 拠点、ナノテク

センターの整備・充実

高分子試験・評価センター　鹿毛紀久雄

はじめに

近年、環境と資源の制約のなかで、持続的な成長

を達成するために資源循環型社会の構築が急務とな

っている。この目的達成のために、特に３Ｒ（リデ

ュース､リユース､リサイクル）は効果的な取組みで

あり、プラスチック関連でもマテリアルリサイクル

やケミカルリサイクルが注目されている。

今後、再生プラスチック材料の適正な再利用が重

要性を増すなかで、バｰジン材料に再生材料をブレ

ンドして使用するケースが増加していくことが考え

られるが、両者の配合比率と性能劣化との関係が、

未だ解明されていない現状である。

高分子試験・評価センターでは、今年度から３か

年計画で再生プラスチック材料とバージン材料の配

合比率と性能劣化との相関性に関する調査研究に着

手する計画である｡この研究成果が、今後、再生プ

ラスチック材料を使用して『グリーン購入法』に基

づく特定調達物品を製造するときの参考データとし

て役立てるとともに、マテリアルリサイクルの促進

に貢献できることを期待している。

事業の概要

利用する再生プラスチック材料が使用条件及び使

用環境によって、どの程度の劣化（熱劣化、光劣化、

化学劣化、機械的劣化等の劣化及びこれらの複合劣

化）を受けて、どの程度の性能変化（低下）を生じ

ているかを把握して、再生プラスチック材料の使用

可能限界を究明する計画である。

初年度は、プラスチック（バージン）材料と再生

材料との混合比率（0 %、1 0 %、2 0 % ･ ･ ･ 1 0 0 %）

が異なる成形材料を用いて、JIS K7139に規定する

多目的試験片を作製し、混合比率の異なるそれぞれ

の材料について物性比較［引張強さ・衝撃強さ・流

動性・動的粘弾性・熱変形温度等］を行い、混合比

率の違いにによって物性がどの様に変化していく

か、その基礎データを把握し、樹脂の混合比率と物

性値との相関性について調査研究を行う。

次年度以降は、強制的にギヤーオーブンによる熱

劣化、促進耐光性試験装置による光劣化・化学薬品

などによる化学劣化、振動試験装置等による機械的

劣化を与えて、その劣化（必要な場合はこれらの複

合劣化）の程度を調査研究し、プラスチック材料の

寿命推定の参考資料を把握する計画である。

期待効果

現在、再生プラスチックを使用して『国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン

購入法）』に基づく特定調達物品を製造している企

業では、再生プラスチックを購入する際に、その材

料メーカーから提供される性能証明を信頼して購入

し、使用している状況である。

しかし、製造物責任法（P L法）の対応策を考慮す

ると、バ－ジン材料と再生材料との混合比率の違い

によって、材料の性能・物性がどのように変化（低

下）するか、正確な情報を把握する必要があり、製

品の製造に当たっては製品の要求性能にマッチした

適切な材料を使用することが不可欠な要素である。

本調査研究によって得られる知見は、再生材料を

用いてプラスチック製品を製造するとき、製品の要

求性能に対してバージン材料にどの程度まで再生材

料のブレンドが可能であるか、適切な情報を提供す

ることになり、環境ラベル等の情報提供に大いに貢

献できると考えられる。

グリｰン購入法とは

【目的】

国等による環境物品等の調達の推進、情報の提

供その他の環境物品等への需要の転換を促進する

ために必要な事項を定め、環境への負荷の少ない

持続的発展が可能な社会の構築を図る。

【定義】

「再生プラスチック」とは、製品として使用さ

れた後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の

廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不

良品を再生利用したものをいう。ただし、原料と

して同一工程内で再生利用されるものは除く。

【参考】
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２月2 6日から2 8日の３日間、幕張メッセ展示

会場７、８ホール、国際会議室及びコンベンショ

ンホールで新エネルギー・産業技術総合開発機構

（N E D O）、日本貿易振興会（J E T R O）及び独立行政

法人産業技術総合研究所の三機関共同による

nano tech 2003 + Futureナノテクノロジーに関

する国際会議および国際展示会が、nano tech実

行委員会によるnano tech 2003国際ナノテクノ

ロジー総合展・技術会議（名前は似ていますが別

のものです）と同時開催された。

2 1世紀を迎え、人類が多くの課題に直面して

いる中で、ナノテクノロジーが、持続的成長を維

持し、世界の繁栄と安定に寄与するための新たな

キーテクノロジーとして、また、その成果が市民

生活の抜本的変革につながるものとして注目を集

めている。このため、世界の主要工業国において、

次々にナノテクノロジーの研究開発プログラムが

策定され、多くの研究開発資源が投入されている。

政府機関等による動きのほかに、各国の民間企業

による研究開発・投資活動も活性化し、ナノテク

ノロジー研究開発の成果をいち早く企業化に結び

つけ、新たなビジネスチャンスをつかもうという

機運は確実に高まっている。

この動きを促進し、新たなナノテクノロジー関

連産業の育成を図るために、学際的かつ業際的な

取り組みが重要であり、国際的な情報交換と、幅

広いニーズとシーズのマッチングの機会を提供す

ることが不可欠である。

かかる情勢に鑑み、ナノテクノロジーに関する国際

協力・交流促進、研究開発成果の企業化支援、さら

にはナノテクノロジーがもたらす未来社会のビジ

ョン提示を行う場として開催されたものである。

その中で、研究開発事業部がN E D O及び経済産

業省から受託しているナノテクノロジー関連３プ

ロジェクト「精密高分子技術」、「ナノ粒子の合成

と機能化技術」、「ナノ機能粒子のカプセル成形技

術」もそれぞれブースを借り受け関連企業、大学

研究開発事業部　鈴木年弘

プロジェクトの評価は、研究開発の意義、内容、

達成状況、今後の方向性について評価者と被評価

者が意見交換を行い、より効率的・効果的な研究

開発を実施していくこと、さらに研究開発の意義

や内容を一般国民に判りやすく開示し、国の政策

や戦略に対応した重点分野・課題へのリソース配

分をより効率的に実施することを目的としてい

る。

技術評価委員会は、「N E D O技術委員の委嘱並

びに技術審議委員会、審査委員会及び技術評価委

員会設置・運営に関する要領」に基づき設置され、

N E D O技術評価部を担当部室とし実施され、原則

公開とされ、N E D Oホームページで評価結果が順

次公開されている。

技術評価分科会では、当該分野に係る国内外の

研究開発動向やプロジェクトの目的・政策的位置

付け、目標・計画内容、研究開発体制や運営状況、

成果の意義、実用化可能性や波及効果、今後の展

開について評価が行われる。

今回、評価を受けたプロジェクトは、何れも推

進者は経済産業省、N E D O、実施者はJ C I I研究開

発事業部、大学、産業技術総合研究所、企業等に

よる産学官連携の集中研究方式で行われた。

第1回分科会では、プロジェクト推進者・実施

者側からプロジェクトの概要、周辺動向調査、研

究開発成果について説明が行われ、第２回分科会

では、評価委員から出された評価結果案の事実誤

認について、推進者･実施者からの改定案、改訂

理由（要望、補足説明）に対する意見交換が行わ

れ、評価結果を確定する。

平成1 4年度、研究開発事業部で実施している

プロジェクトに対する中間評価が１件、終了した

プロジェクトについて事後評価が２件行われたの

で、簡単に紹介する。

１．「超臨界流体利用環境負荷低減技術研究開

発（平成12年度～平成16年度）」：中間評価

第１回分科会：平成1 4年４月2 5日

第２回分科会：平成1 4年６月2 8日

評価委員：長浜　邦雄分科会長（東京都立大学

教授）以下大学、企業評価委員７名

本プロジェクトは、新規な環境負荷低減技術と

して超臨界流体を用いた新技術開発をめざし、基

礎的研究を含めた中長期的な基盤技術開発として

日本が先導的役割を果すもので、「有機合成プロ

セス技術」、「共通基盤技術の開発」では世界最高

水準の成果も出ているので、今後は実用化を視野

に入れた成果発表・情報発信を期待するとの評価

を得た。

２．「高機能材料設計プラットフォームの研究開

発（平成10年度～平成13年度）」：事後評価

第１回分科会：平成1 4年1 0月1 2日

第２回分科会：平成1 4年1 2月2 5日

委員：細矢　治夫分科会長（お茶の水大学名誉

教授）以下大学、独立行政法人、企業評価委員６

名

本プロジェクトは、高分子分野における物性推

算用シミュレーションを開発し、世界の計算材料

設計分野をリードする極めて優れた成果が得られ

今後、新規の産業創生と国際競争力強化の基盤形

成に大きく貢献できると高い評価が得られた。

３．「独創的高機能材料創製技術の研究開発

(分子協調材料 ) (平成 9 年度～平成 1 3 年

度)」：事後評価

第１回分科会：平成1 4年1 0月2 3日

第２回分科会：平成1 4年1 2月2 4日

委員：山岡　仁史分科会長（滋賀県立大学教授）

以下大学、マスコミ関係評価委員５名

本プロジェクトは、分子間に働く協調作用をナ

ノ領域で制御する事で自己組織化膜、メソフェー

ズ材料、ミクロポーラス材料の開発を実施した。

ナノテクノロジーを拓く材料として研究レベルが

高く、実用化に近い成果が得られているとの高い

評価が得られた。

も含めたパネル展示、実演等を行い、「ナノ粒子」

の自己組織化したナノポーラスS i O 2微粒子、「カ

プセル成形」のフルカラー熱感応性マイクロカプ

セル、「精密高分子」の高分子用元素識別三次元

電子顕微鏡等の映像、展示が多くの注目を集めた。

海外からもカナダ国立科学研究機構、米国国立

科学財団、スイス連邦工科大学理事会、中国科学

院、ブラジル科学技術省等数多くの展示が行われ

た。

展示会以外に、国際会議として、

1. プレナリーレクチャー：世界のナノテクノロジー

研究開発政策のキーパーソンによる特別講演

2. ナノテクサミット：ナノテノロジーの国家戦略

や国家プロジェクト、産業動向について各国

代表者による状況報告、 およびナノテクノロ

ジー研究開発の進め方や将来についての講

演・パネルディスカッション

3. テクニカルシンポジウム：第一線の研究者によ

る学際的、業際的な研究開発テーマ報告

4. ビジネスフォーラム：ナノテクノロジー成果の

企業化の事例　報告、ビジネスモデルの提示

5. オープンセッション：各国からの会議参加希望

者によるオーラル、ポスターでの発表

も行われた。

その中でも、今話題のノーベル賞受賞者田中耕

一氏による特別講演は、広い会場に立ち見も出る

ほどの盛況で、最後日のクロージングセレモニー

で３日間の幕を閉じた。
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戦略推進部　　内野 圭司

平成1 4年1 2月６日、戦略推進部は、活動中

間報告・意見交換会を開催した。

1 2 月は事業年度の折り返し点であり、戦略

推進部から、活動方針の基本的考えとその具体

的行動について説明し、賛助会員の皆さまから

ご意見、アドバイスを頂き、今後の行動に結び

つけることを目的に開催した。

理事長挨拶

冒頭、財団法人 化学技術戦略推進機構（J C I I）

の寺西理事長から、「戦略推進部は創立５年目

を迎えている。J C I Iを取り巻く環境も大きく変

化してきている。今までの活動を総括し新しい

活動を具体的に計画し実行に移していく。本日

は、活動の基本的考えを説明しますので、賛助

会員の皆さまから忌憚のないご意見を頂きた

い」との趣旨説明が述べられた。

推進部運営方針

染宮戦略推進部長から平成 1 4 年度の戦略推

進部運営方針を説明した。

①戦略推進部設立の原点（産学官連携）に戻っ

て重点的に活動を展開する。

②ＧＳＣを積極的に展開する。

③社会が直面している課題で、一社だけではど

うしても解決できない課題を積極的に取り上

げ、新しい活動を立ち上げる。

パート１：活性化トピックス

戦略推進部では、戦略策定、プロジェクト推

進、産学連携を大きな3本柱として活動してい

るが、パート１では、そのうちの戦略策定とプ

ロジェクト推進に関する活性化の動きについて

説明した。

（1）戦略策定

賛助会員からのアンケート、学会及び先生方

との面談、2 0 社 C T O との面談等から頂いた

J C I Iへの期待を踏まえ、2 0 0 3 年6月のシンポ

ジウムに向けて、事業創出を目指した産学官連

携のあり方について検討する予定である。

（2）プロジェクト推進

国ファンド制度の多様化動向を紹介した。次

にJ C I Iの場を利用した研究開発テーマの育成に

ついて、具体的な７件の例を示し、将来性があ

る萌芽テーマ発掘・育成に関する考えを説明し

た。

パート２：新規企画

パート２では、今年度の新しい３件の企画に

ついて報告した。

（1）GSC東京国際会議2003について

本年度の J C I I の活動の大きな目玉である国際

会議の狙いについて報告した。この会議は、

G S C活動を推進している日米欧の関連組織が協

力して実施する世界で初めての本格的な国際会

議である。この会議では、世界の著名な経営者、

企業人、学者、学生が一堂に集まり、経営者の

ビジョンや G S C の将来に関する基調講演、

G S C活動の実践の報告及び評価尺度、教育啓発

に関する討論会が行われる。

また、ポスター発表、展示会も開催し、G S C

活動者によるフェースツーフェースの情報交換

が行われる。

賛助会員の皆さまには、参加登録、展示会へ

の出展、予稿集への広告掲載等ご協力頂きあり

がとうございました。ぜひ当日お越し下さい。

（2）EX研究会の立ち上げ

化学物質に関する中立的研究機関としての

J C I I の立場を活かし、「化学物質の環境リスク」

に関し、科学的視点をベースに

①リスクコミュニケーションの推進　

②予防原則、予防的アプローチを検討する　　

ことを目的に平成１４年９月よりスタートさ

せた。

安井至東京大学教授をリーダーに産学官の環

境専門家約 1 5名が集まり、「化学と社会の信頼

関係の構築」を目指し研究を進め、報告書にま

とめる予定である。

（3）プロモーション構想の考え方

交流連携活動の新たな企画として、インダス

トリアルショウケースの構想を報告した。

現在運営しているアカデミアショウケースで

は、化学産業と学会との交流を主体とした活動

であるのに対し、これは、化学産業と関連産業

の連携を深める活動である。

意見交換会

参加頂いた賛助会員の方からは、「交流連携

に心が入っていないといけない。」「縦型連携と

は何かよくわからない」などのご意見を頂いた。

今後は、プロモーション構想の中で徹底的に議

論し、具体的な活動に取り組む計画である。

おわりに

前回の活動中間報告会と比較して、4 0 名程

度と大幅増の賛助会員の方からの参加を頂きま

した。但し、参加の有無の連絡を頂いたのが、

4 0 ％程度だったことは残念です。今後は、こ

れを現状の J C I I と賛助会員とのホット度のベン

チマークとして、賛助会員にとって役立つ J C I I

を目指し、改革してゆきます。

みなさまのご支援、ご協力をお願い申し上げ

ます。
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科 学 技 術 を 巡 る 動 き
（2002.12～2003.1）

環境・産業政策関係
2002-12-6 経済産業省：産業系発生源からのダイオキシン類年間排出量について　

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003447/0/021206dioxin.pdf
2002-12-6 環境省：ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）について

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3790
2002-12-13 経済産業省：平成15年度税制改正について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003486/0/021213zeisei.pdf
2002-12-18 環境省：事業者の環境パフォーマンス指標に関する検討会（第３回）

http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/shihyou/141218.html
2002-12-19 経済産業省：改正産業活力再生特別措置法の基本的考え方（素案）について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003528/1/021219saiseihou.pdf
2002-12-24 経済産業省：平成15年度経済産業省予算の概要

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003537/index.html
2002-12-24 経済産業省：石油化学製品の平成14年の需要実績見込み及び平成15年の需要見通し

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003526/index.html
2003-1-10 経済産業省：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003566/0/030110kagakubusitu.pdf
2003-1-20 経済産業省：シックハウス対策のための環境JISの制定・改正－試験方法(小形チャンバー法)及

び建材関連JIS
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003578/0/030120chamber.htm

2003-1-21   環境省：化学物質の環境リスク初期評価等（第２次とりまとめ）の結果について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3877

2003-1-22   環境省： 平成15年度環境技術開発等推進事業における新規課題募集について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3881

2003-1-30   環境省：「今後の化学物質の審査及び規制の在り方について」について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3899

科学技術政策関係
2002-12-3   総合科学技術会議：「日本学術会議の在り方について（中間まとめ）」に対する意見募集につい

て意見募集の結果
http://www8.cao.go.jp/cstp/pubcomme/gakujutsu/kekka.pdf

2002-12-18 総合科学技術会議:知的財産戦略専門調査会（第10回）議事次第
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ip/haihu10/haihu-si10.html

2002-12-19 経済産業省：産業構造審議会知的財産政策部会第４回特許制度小委員会配付資料
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003481/0/021219tokkyoseido.pdf
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003480/0/021220gijiyoshi.pdf

2002-12-19 総合科学技術会議：日本学術会議の在り方に関する専門調査会（第12回） 議事次第
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/gakujutsu/haihu12/haihu-si12.html

2002-12-20 総合科学技術会議：評価専門調査会（第18回） 議事次第
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu18/haihu-si18.html

2003-1-21   総合科学技術会議：評価専門調査会（第19回） 議事次第
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/haihu19/haihu-si19.html

2003-1-21   日本経団連：出願・審査請求制度の改革の方向性について
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/003.html

2003-1-21   総合科学技術会議：第８回　競争的資金制度改革プロジェクト　議事次第
http://www8.cao.go.jp/cstp/project/compe/haihu08/haihu-si08.html

2003-1-28   経済産業省：産業構造審議会知的財産政策部会第５回特許制度小委員会配布資料
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003591/index.html
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003592/0/030129tokkyo-giji.pdf

大学・産学官連携関係
2002-12-10 経済産業省：大学発ベンチャー支援サイトにおける市場調査、IPO等に関する相談サービスの

開始について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003451/0/021210dnd.pdf

2003-1-17   文部科学省：平成１５年度 文部科学省の産学官連携・知的財産戦略関係予算案の概要
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/index.htm

2003-1-27   経済産業省：大学発ベンチャー支援サイト　起業家と投資家のマッチング支援サービス開始
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003596/0/030127dnd.htm

2003-1-29   文部科学省：平成15年度「21世紀ＣＯＥプログラム」（研究拠点形成費補助金(研究拠点形成
費)）の公募について（通知）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houdou/index.htm

現状
近年、快適な住宅を提供する目的で暖冷房が

完備した住宅が一般化しています。

エネルギーの節約のため高密度・高断熱の住

宅も増え、その上室内の換気も不足がちになり、

住宅内から発生するいろいろの化学物質が室内

から放散しにくくなるため、化学物質の濃度が

高くなり、人によっては目がチカチカしたり、

喉が渇いたり、頭痛、倦怠感などの症状が現れ

ると言われています。こういう状況に対処する

ためまず、シックハウス緊急対策として自由民

主党シックハウス対策推進議員連盟が発足し、

関係省庁に対策を講ずるよう求めました。これ

を受けて厚生労働省はシックハウス問題に関す

る検討会を発足させ、2 0 0 2 年１月までに 1 3

物質について制定しました。

また、国土交通省は建築基準法の改正を行い、

厚生労働省が取り決めた指針値を法制化するこ

とが決まりました。防蟻剤として使用されてい

たクロルピリホスの使用禁止及び合板等に含ま

れているホルムアルデヒドの材料からの放散量

の基準を決めました。施行は２００３年７月１

日からになっています。

将来

建築基準法の施行に伴って、経済産業省と農

林水産省は J I SやJ A Sの改訂をすすめています。

その内容は従来の規格値よりかなり厳しいもの

になると思われます。建築関係の材料供給者は

７月1日の施行に向けて業界を上げて取り組ん

でいるのが現状であります。

J I S・J A Sを取得している会社は自動的に建築

基準法に合格している商品として販売できます

が、取得してない会社は大臣認定を受けなけれ

ばなりません。1月中にはその内容が明確にな

る予定です。

壁紙製品規格協議会の対応

当協議会は壁紙の安全性を高めるために平成

1 0年1 2月にビニル建装部会　ＳＶ事務局とし

て発足しました。その後塩化ビニル以外の製品

も取り扱うため平成 1 1 年4月に現在の名称に

なりました。

最近は、織物、紙、プラスチックすべての製

品を生産している会社が会員となり当協議会の

商標であるＳＶマーク商品が壁紙問屋の見本帳

に90％以上表示されています。

また、厚生労働省は室内空気中化学物質につ

いての相談マニュアルの手引きにも当協議会の

製品規格が紹介され、市場での知名度も徐々に

高まってきています。この商品の安全性を確保

するため市販品の抜取試験や自主検査を実施し

ています。

その試験は公的機関にお願いしています、そ

の中に（財）化学技術戦略機構　高分子試験・

評価センターがあります。

今後は建築基準法を遵守し、規格の見直しや、

規格値の変更を行い、速やかに建築基準法に対

応する所存であります。そのため当協議会の責

任が大きくなると考えています。当協議会の発

展のためみなさんのご協力を今後もお願いした

いと思っています。

室内の環境について
壁紙製品規格協議会　事務局長　森本君保


